
応募要件 

①基本的要件 

次に掲げる要件をすべて満たす者又は複数の者による共同企業体（以下「共同企業体」とい

う。）であること。なお、共同企業体で応募する者にあっては、構成員全員が該当すること。 

（※（6）は共同企業体の構成員の代表者が有していればよい。） 

２ 参加する者に必要な要件 

 (1) 次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。（令第 167 条の４に規定す

る要件） 

  ア 成年被後見人 

  イ 民法の一部を改正する法律（平成 11年法律第 149号）附則第３条第３項の規定によ

りなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29 年法律第 89 号）第

11条に規定する準禁治産者 

  ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

  エ 民法第 17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助

人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

  オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得て

いないもの 

  カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

  キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条

第１項各号に掲げる者 

  ク 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者（同

項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく

入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支

配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

 ケ 動物の愛護及び管理に関する法律 

 (2) 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第 21条第１項又は第２項の規定による再生手

続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第 33条第１項の再生手続

開始の決定を受けた者を除く。）、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項又

は第２項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者

（同法第 41条第１項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。）、金融機関から取引の停止

を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

 (3) 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納していること。 

 (4) 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県にお

ける最近１事業年度の都道府県税に係る徴収金を完納していること。 

 (5) 消費税及び地方消費税を完納していること。 

 (6) 国内に事業所を有しない者にあっては、事業所の所在する国における(3)から(5)まで



に規定する税に相当する税等に係る徴収金を完納していること。 

 (7) 物品・委託役務関係競争入札参加資格審査申請書（添付書類等を含む。）又は資格審査

申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をし

なかった者でないこと。 

 (8) 営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている者

であること。 

 (9) 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する

規則（令和２年大阪府規則第 61号）第３条第１項に規定する入札参加除外者（(1)キに掲げ

る者を除く。）、同規則第９条第１項に規定する誓約書違反者（(1)キに掲げる者を除く。）又

は同規則第３条第１項各号のいずれかに該当すると認められる者（(1)キに掲げる者を除

く。）でないこと。 

 

②技術に関する要件 

(1)動物の健康状態に配慮した運行が行えること。 

 ・動物愛護精神をもって、虐待（死亡させたり、苦痛を与えたりすること）にあたるようなこ

とがないように行うこと 

 ・運送車両として、荷室は閉鎖でき、換気扇、エアコン等の温度調整ができる設備を備えた有

蓋貨物車両を確保できること 

 ・動物の受け取り場所及び動物診療施設の位置、交通事情、所要時間等を勘案の上、可能な限

り早く到着できるような車両の運行が可能であること 

 

③業務執行に関する要件 

以下の業務実施体制を確保していること。 

(1)指揮命令系統 

総括責任者を選任し、業務全般について運送車両の乗務員（以下、「乗務員」という。）と

の指揮命令系統を確立し、通常時はもとより、故障や事故等の処理に万全を期すこと。 

(2)総括責任者 

総括責任者は、次の業務を担うものとする。 

ア 発注者との連絡調整 

イ 発注者へ提出する書類の作成 

ウ 乗務員に対する円滑かつ安全な業務遂行についての指揮及び監督（安全運転教育の実

施を含む） 

エ 乗務員に対する動物の運送等取扱いに関する指導及び教育 

(3)個人情報の保護等 

個人情報の保護、その他情報漏洩防止について十分に配慮した上、個人情報や業務上 

知り得た情報を適切な方法で管理していること。 



(4)必要な人員配置 

 業務の概要に沿った人員配置であること。 

 


